
新型コロナウイルス感染症に対する

「特例的評価」の継続等を求める要請書

８月３０日～9月9日集約

法人・事業所から
賛同いただきました

★ 本日（９月１３日）、厚生労働省宛 提出（送付）しました

法人 ８１

事業所 ７１３

その他 ２８

合計 ８２２

８２２の

【２０２１・９・１３ 厚労省との懇談（ＺＯＯＭ）資料】

１． 新型コロナウイルス感染症に対応するため、基
本報酬に０.１％上乗せする特例的評価を２０２１年
１０月以降も継続してください。

２． 上記の特例的評価、及び通所系サービスでの
減収補填措置（３％の加算措置等）について、利用
料の算定対象から外してください。

要請事項



署名用紙に寄せられたコメント

● 新型コロナウイルス感染症は、まだまだ収束しません。利用控えも続いており、事業継続も
大変です。是非特例的評価の継続をお願いします。収束とはほど遠く、デルタ株の猛威は留ま
るところではありません。これからが本番とも言えるのではないのでしょうか。訪問介護でもいつ
その危険が潜んでいるかわからない等大変な不安の中での訪問となっています。是非とも検討
していただきたいです。（訪問介護）

● コロナ禍が続き、現場は緊張の連続です。今が一番大変な時に特例的評価がなくなるのは、
スタッフの意欲低下につながりますし、介護職がやめてしまいます。（訪問看護ステーション）

● 昨年当初から新型コロナウイルス感染症とのたたかいと対応の毎日が続いています。当法
人でも休業を余儀なくされたところが複数事業所あり、このパンデミックはいまだ終息の兆しが
見えるどころか、むしろ拡大の傾向が続き、多くの職員や家族を疲弊させています。10月以降の
特例的評価の継続をぜひともお願いします。（認知症通所介護）

● 認知症の方をお預かりしている施設です。一旦陽性者が出れば即クラスターとなり、認知症
状があるため、入院もできないと予測しています。そんな中で、感染対策に要する物品購入や
日々の必要物品も極力通販などに頼り、自分たちの生活も２年近く制限、ストレスもがまんも限
界です。感染対策物品も一時期に比べかなり価格も安定してきていますが、購入にもかなりの
負担を強いられています。特例的評価の継続をお願いします。（認知症グループホーム）

● 施設では面会制限を行うと共に、消毒等感染予防対策が続いています。落ち着く目途がな
い中、感染予防費用は増すばかりです。今後増えていく高齢者の安心安全な生活支援の為に
は、０.１％上乗せ措置は必要なものだと思います。（地域密着型特別養護老人ホーム）

署名用紙に寄せられたコメントから



● 当県では８月２０日より蔓延防止法等重点措置が発出され、解除されるまではと通所を控
える利用者も今現在２名出ています。利用控え分は新規利用者を確保するわけにもいかず、
空席のまま運営せざるを得ません。また室内や送迎車内の消毒作業などに時間を取られ、通
常より多くのペーパータオル、消毒剤、マスク、プラスチックグローブなどの消耗品費がかかっ
ています。このままでは精神的にも費用面でも多くの事業所が立ち行かなくなります。入所施
設以外でも定期的なPCR検査の実施など利用者・職員共に安心して暮らせるような施策を早
急に実施してください。（通所介護）

● 新型コロナウイルス感染症対策、予防としての事業経費は増加しています。利用者、従事
者を守っていくためにも「特例的評価」の継続をお願いします。（小規模多機能居宅介護）

● 家庭内感染が広がりを見せて、家族感染から自宅待機を危惧する職員もいる中、事業の
勤務体制も厳しくなると考えられます。政府支援が滞りなく行われることを切に望みます。特例
的措置の9月打ち切りに反対し、１０月以降の継続をお願いします。（診療所）

● いつ・どこでコロナに感染するのかわからない状態の中、日々利用者と関わり、いつまで感
染対策をして接し、対策していかなければいけないのか不透明な状態では継続して介護サー
ビスが提供できません。継続した特例的評価をお願いします。（複合型サービス事業所）

● コロナ禍で保育現場として常に緊張し、お子さんをお預かりしている状況です。この気持ち
は介護現場でも同じく事業所・職員が不断の努力をしています。どうぞ介護報酬の引き上げ、
介護職員の処遇改善も含みながら、基本報酬０.１％上乗せする特例的評価を2021年10月以
降も継続させてください。（保育園）

● 新型コロナウイルス感染症は収束するどころか未就学児や学生への広がりもあります。職
員が出勤できなくなったり、予定していた利用者が利用できなかったり、介護事業所は大変苦し
い中で事業を継続しています。上乗せを９月末で打ち切らないで下さい。（医療生活協同組合）

● 昨年当初から新型コロナウイルス感染症とのたたかいと対応の毎日が続いています。当法
人でも休業を余儀なくされたところが複数事業所あり、このパンデミックはいまだ終息の兆しが
見えるどころか、むしろ拡大の傾向が続き、多くの職員や家族を疲弊させています。10月以降
の特例的評価の継続をぜひともお願いします。（社会福祉法人）

● コロナウイルス対応で利用者、職員共に疲弊しています。感染拡大でサービス利用にも制
限（事業所１か所に県外からの家族が来たら休止など）がかかっています。感染予防とサービ
ス継続に事業所も難しい判断をせまられている状況でもあります。事業所のサービス継続の観
点からも利用料への上乗せはやめてほしい。（居宅介護支援事業所）

● 給付管理をしている利用者が８月に３％加算に該当します。通所介護の管理者は「心苦しい
ですが、利用者に説明し、理解をいただいた」とお話をされました。加算として利用者に乗せる
のは社会保障とは全く違います。それに現場の負担をこれ以上重くしないでください。（在宅
サービス事業所）

● 介護事業所は評価の低い介護報酬のもとで厳しい運営を強いられています。特に通所介護
事業所は利用控えや感染対策によって厳しい状況にあります。要請する感染症対応の特例的
評価は最低限の措置でしかありません。減収補填措置も利用者負担増を招き利用控えにつな
がっています。介護事業所の運営を維持し、かつ利用者の権利を守るために利用料の算定対
から外すようお願いします。（病院）


